
●マイナンバーカードを持っており、かつ、保険証利用登録済みの方
　 …「資格情報のお知らせ」（Ａ４用紙縦型）
　医療機関等でマイナ保険証が使えない場合などに必要になりますので、内容をよく確認して、大切に保管してください。

資格情報のお知らせ（７０歳未満の方）

●医療機関等ではマイナ保険証（健康保険証とし

て利用できるマイナンバーカード）をご利用くだ

さい（マイナ保険証で対応できない場合は、この

お知らせ及びマイナンバーカードを提示してくだ

さい。）。

●７０歳未満の方の一部負担金の割合は、３割で

す。ただし、義務教育就学前（６歳の誕生日の前

日以後の最初の３月３１日まで）の方は、２割とな

ります。

●一部負担金の割合の記載はありません。

●資格情報に異動があった際に交付します。一

斉更新はありません。

●７０歳になられる方には、誕生月（１日生まれ

の方は誕生前月）に新しい資格情報のお知らせ

を改めて送付します（負担割合等が印字されて

いるもの。下記を参照してください。）。

●医療機関等ではマイナ保険証（健康保険証とし

て利用できるマイナンバーカード）をご利用くだ

さい（マイナ保険証で対応できない場合は、この

お知らせ及びマイナンバーカードを提示してくだ

さい。）。

●有効期限と発効期日と一部負担金の割合が印

字されています。

●７０歳の誕生日の翌月（１日生まれの方はその

月）以後対象となります。

●次回の一斉更新（令和9年７月３１日）までに

７５歳になられる方の有効期限は誕生日の前日

です。

●資格確認書と同様に一斉更新（毎年７月３１

日）されます。

資格情報のお知らせ（７０歳～７４歳の方）


